
  

 

 

旅客営業規則の一部改正【新旧対照表】 
【２０２３年５月１日より適用】 

改   正 現   行 

〔無札旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受〕 

第 115 条 旅客が次の各号の１に該当する場合は無札旅

客として、それぞれの区分により計算した普通旅客運賃と

その２倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただ

し、普通旅客運賃に第 61 条の鉄道駅バリアフリー料金を

加算して収受する場合は、収受する増運賃算出額のうち鉄

道駅バリアフリー料金相当額の２倍の額については増料

金として取扱うものとする。 

 

〔定期券不正使用旅客に対する旅客運賃増運賃の収受〕 

第 116 条 第 79 条第１項の規定により定期券を無効とし

て回収した場合（第 79 条第２項において準用する場合を

含む。）は、当該旅客から次の区分により計算した普通旅客

運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受す

る。ただし、普通旅客運賃に第 61 条の鉄道駅バリアフリ

ー料金を加算して収受する場合は、収受する増運賃算出額

のうち鉄道駅バリアフリー料金相当額の２倍の額につい

ては増料金として取扱うものとする。 

 

〔無札旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受〕 

第 115 条 旅客が次の各号の１に該当する場合は無札旅

客として、それぞれの区分により計算した普通旅客運賃と

その２倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 

 

 

 

 

 

〔定期券不正使用旅客に対する旅客運賃増運賃の収受〕 

第 116 条 第 79 条第１項の規定により定期券を無効とし

て回収した場合（第 79 条第２項において準用する場合を

含む。）は、当該旅客から次の区分により計算した普通旅客

運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受す

る。 

 

※下線部が改正箇所。 

 


